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を，地震被害の実態と対策事業の隔たりをもとに説明する。 さら

に，宅地被害対策事業の現状を広↓観点より簡潔に議論する。

1 ．はじめに

平成23(2011)年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震(以

下，東日本大震災と記す"）において、東北地方および関東地方

に大きな被害が発生した。東北地方においては、津波による被

害が甚大であり 18､幽人を超える死者・行方不明者の大多数を

占めるとともに，家屋工場商業施設等の被害が顕著であっ

たために､地上構造物の被害が軽視されがちであった。しかし、

地震動の継続時間が極めて長い地震動であったために、繰り返

し載荷に弱いとされる地盤構造物の被害も顕著であったことが

時間の経過とともに明らかになってきた。地上構造物に大きな

被害を与えるとされる周期1秒前後の成分波が少なく，地震動

による建築構造物の被害は幸いにして少なかった。

仙台市においては， 1978年の宮城県沖地震においても発生

した丘陵造成団地の宅地被害が，その規模を大きくして発生し

た。2012年9月の段階の調査で, 5,00()を超える宅地の被害が

調査の対象となっている。

被害の甚大さを考慮して，仙台市の丘陵造成地の宅地被害につ

いては，宅地耐震化事業に基礎をおいて， 「造成宅地滑動崩落緊

急対策事業｣が新たに復興交付金による事業として採択され, 250

億円（仙台市の特別事業80億円と合わせてと合わせて330億円）

の対策事業が実施されようとしている。本稿では，仙台市の造成

宅地被害のメカニズムを議論し， さらに地震時斜面安定解析およ

び対策工事の基本的考え方を紹介する。今後の地震に対して個々

の宅地被害を軽減するためには,現時点での対策には限界があり，

住民個人の宅地を健全に保とうとする努力が不可欠である理由

2．仙台市丘陵造成宅地被災の概要

仙台市の丘陵造成地の被害状況を図－1に示す] )｡造成年代が

古い仙台市の中心街を囲む地区の被害が大きい状況が理解でき

る。仙台市において先行して調査された17地区と宮城県により

行われた緑ヶ丘31-目の被害調査結果の概要を表1にまとめて

いる2｣ ‘〉

宅地被害を受けた地区に共通する事項を以下に箇条書きにする‘］

1）盛土材料が粒子の直径75ILm以下の細粒分を多く含んでい

る。

2）地下水位が→部の地区を除いて，浅い深さに位置している。

3）標準貫入試験のJV値が小さく，表層地盤が緩い状態になっ

ている。

表の中の谷埋め盛土とは，本来谷（あるいは沢）地形であったと

ころを埋めた盛土であり，腹付盛土とは，地山に盛土を押し付け

るように造成して宅地を広く確保したものである。周辺の雨水を

集める地形を造成し， さらに細粒分を多く含む士で盛土がなされ

ているので，雨水の浸透などにより盛土材料の劣化と地下水位の

上昇が生じていたものと推察できる。

古い年代に造成された宅地が多く被害を受けた理由の一つとし

て法的整備がなされていなかった点が指摘できる”特に宅地造成

等規制法（1961年力極丁)以前の造成地の被害が顕著になってい

る。近年では，宅地に対する耐震化マニュアルが作成されるなど

地震時の而繧化については改善がみられる。＊東北判暁大学工学部環境建設[学科
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図1仙台市近郊造成地における被害分布の状況(文献1）より引用）

友1仙台市宅地被災の代表的地区の調査結果（仙台市調査による）
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あろうと推察される七地ぺ勢搾の被容の多くが， クラックや

不|司沈ドなど浅い小鯏礎な心朧変状に起因するものと弩えられ

るか，大きなすべりも発′卜し-くいるようにも兄られる．

対策事業としては,全体の弓1-くりを止似)る杭兀とtl雛の安定を

はかるための畷|:|ﾉ1排水I:が,汁両されている｡

3.3陣ケ原地区

陣ヶ原地区は,仙台駅から帷|上束に約5.0kmの位置にある。

過戊前の地形は七北II1川の支川をｵ便-ij-沢があり，沼地を形成し

ていだ'櫛光台団地の〕遡戎が終｣'した後， 1975～1978年ごろに

造成された．沼地の半分罹度は，現ｲl捕光台団地の調整池とな

っている。

造成された盛･tは礫分を含む砂質十二であり，盛土厚さは

8-10m程度でありⅣ値は2～3であり緩い状態であった愚(地下

水位は盛-k内に位慨し，地震時に飽和状態の砂が過剰間隙水圧

を上昇させるとともに洲幣池側の擁確の』蓋礎か支持力を失い、

調整池側に転倒寺)-る二とにより盛|地盤全休が流動した．震災

前後の当該地Iﾒﾆの状ﾙﾋを比較した'離貞~‘を図-6に示す烏この地

Ⅸにおいては！図－7に・例を,l可･ように流動クラック‘段

篭の罐地変状が砿牒であったことkり全壊家屋が多く，地盤条

件が良かった被割蕊微な2粁を除いて住腿は震災後転居してい

る銅

対策工雫としては､残る2'lil:がf|川ける道路部分に対して安定

処理T二事を実施し宅地と洲盤池にI没瞳されていた轆謄の代わ

りに法面工事:を実施することとしている“

宅地造成等規制法の対象とはなっていない小洲莫な造成地で

あるが，沼沢地の朧l:であるとともに､|名分は;羅池として利用

されており，驍Lの|芝に全体の宅地を支える撫鑿があるという

状況であることからf峨箆に対しては1l樹りな適戊といえる‘，

図7陣ヶ原における被災状況（調整池則の家屋）
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3.4西花苑地区

この地lXでは谷埋め盛士がすべり変状をﾉﾋじている盛土部

分は造成前には沢部となっておし) ，地震時の地ド水位は浅かっ

たと推定される" JVil'!Iは5以|､であり盛|〃)"雄は緩かった､

l l 1地形で2本の沢部に位置する芥埋め嬢士かすべり,2j jの家屋

が転倒している反し<地山部の3戸の易鑛の被害は小さい(図

-8参照)〃

彼害のあった箇所はI呵花苑団地の両端部に位置し,今I可崩壊し

た斜面（商さは約40m)のIぐの､|え恥也には別の団地の家屋群が

ｲi在している“被割IIil所は, |11地の周回道路の外側に位置して

おり，団地本体に大きく遅れ<'ｾ地として分i液されたものと推

察される．

斜面の高さが大きい場合には,地震II茅に特に斜面尺端において

は地震動が贈幅し，被'符が大きい傾向はこれまでの地震でも報

告されている。周同道路のさらに斜面側に位瞳する盛'2につい

ては宅地として利用するのではなく公隙|等公共利用地として

の利用が望ましいことは常識である。兇II1¥らしがよいというこ

とで同様の箇所が宅地として分譲されている例が散兇されるか

地震時の安定性に問題があることを周知する広報活動が必要で

あろう。

対策事業としては,盛土内排水を口約とする暗渠工法と斜面安

定T法の適用が計画されている”

＝訂辱や

図8西花苑地区の被害 兄

検討に利片1される嘘度法｣を利用することとした｡震度法は，

不規則な実際の地鱈庁重を静的な水､1A （あるいは垂直）荷重に

置き換えて織物な宏定計算を行うものである。

阪神大震災の事例解析を踏まえて造成宅地滑動崩落緊急対策

事業において,水､|罐度がﾊﾙ＝025に指定されているので，こ

れを採川した

震度法による解析の妥当‘|’|;を，幾つかの被災地区を対象とし

て，動的解析，地弓rくり津で利用される解析手法も実施し，対

策事業での安)訓ﾄ析の妥当'|ﾉIﾐを検証した。

震艇法に.)ﾐる地震時淡定解析は'ｾ地防災マニュアルに碓拠

して↑I;い、以|､.の式をjik/卜くとした5},

被害調査，安定計算および対策工法選定の方針

被害調査の概要

、

１

４

４

被災各地区に対して詳細な調侮か仙台I|jによって突施されて

いる。主たる項目は，家屋および宅地の彼,i"M査，披祥メカニ

ズム同定に必要な測敬，ボーリング, I質試験などからなって

いる．平成23年度においては，盛tと地山をすべり面とする大

きな滑り （人規模滑勤崩落）を~脂たる対象として調査を実施し

ていたしかし平成2.l年度調査においては後述するように‘

対象とすべき被害事象が拡張され，浅いすべりによる披害も対

象となりそのすべり面を推定するために, S波（せん附肢）速

度分布を求め地盤の緩い領域を判|断する炎耐i波探査も’だ施した

これらの調査結果をもとに, 1州臘変状メカニズムを判|制『し，事

驚の実施に必要な地震時安定計算を行い剃策工法の選定を行

った。その結果は，仙台市の宅地保全審議会|ﾉ1に設慨された技

術専門委員会で技術的観点から検討し，妥､'i'|'|§を検証している”

4.2盛土の地震時安定計算

Z[C/+{("-"l,)coS"-A,,"sin"}ian']
尺＝

z("sincr+ﾙﾙ〃）
(1)

式(1)の詳細の説Iﾘlは参考文献5）に縦るが蛾も注意すべき

は粘管ﾉJCyとIﾉ1部摩擦角‘のI没定である被災馳也より不撹乱

試料を採取して‘適､'iなIF密条件を与えて非排水せん断試験を

行いCと’を決定すべきとkI記マニュアルでは記述されている

が，不撹乱試料の採取が困難であること，被災した斜面の|質

が定ではないことなどよりド緊急の険討が必要な場合の実務

においては利川できない

今回は,被災斜Imに対･して、 |ﾉ1部摩擦角・は代表的な地区の3

"~F縮嗣鰯跡肖果01"｣|排水I測険, CU)より′=1ずとして，

地震縦の変位か大きい場合にはｪ剛1)による安全率尺が0.8であ

ったとし，小さい場合には尺＝09sとして，粘街ﾉﾌﾞCを逆算

して求めた。ﾆｵLr,の;l･節において4-IX1)に含まれる間隙水)'て〃

は地1､水による紳水I~Fの影郷のみを考慮しているせん断聯あ

るいは地震時のj6"111糊隙水11;については, 15c という小さな1ﾉ1

部摩擦角を選定することでその影響を含めている

対策1法の妥､¥‘ﾄ|:について(-t､対策効果をPとしたとき．

z[c/+{("-"6)coscr-AF= L ( ､ ' '' ' ' ｣ (2)"Smα}tanl]+PF＝ （2）

擬土の地震時の魎聡変状を予測するためには，実|際の地震動

を人力として動的解析を実施するのが正当であるが,被災後の

対策工法の緊急性を要する検討の場合には不向きである。その

理由としては以下のことが挙げられる。

l)通常業務の手法とするには動的#噺は難し唖

2）動的脚噺に必要とされる物幽直を求めることが困難である”

3）動的#噺を実施したとしても,計算結果に対する{議頂度は，

必要とされる経掛と比較したとき，高くない．

今回の地震II~寺安定!汁算において#，，多くの術造物のlii懐性の

z("sincr+AA〃）
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表2宅地規制等の法的措置と地震被害

~ ~~~

地演鏥kが必fit名柚 止1ド拝ゾレ慨鰹61

11151 逃蕊峨峨〃． 廻蕊唯碑呼の桁唾

Ill唾 、乞地組Jt津迦判'｣. .乞地箔『".!W-!ろ技耐的黙､111 '11W1,1s

！‘崎】 戸扉増ｻ曲磯 参ろ蝿漣111--’常鯉】ﾂ, ':t0-蝿撒

*1978 宮域熱拝地震 仙台市および近郊で造成宅地災密

奮地】告I茂津鍵剖似.おk､噸;,30J1㎡!;止､’
1，lR9 と雌1.1縄.･二_具’'診

遮lW1化糸的轆』1M

*19弱 阪神尺震災 玩陵造成地の大規模弓"くり被害

乞地防災ざ完急菖~'・ルリ） 陵仰欠衰梁幻と地織宙を鋸攪えt二1世'’
1叫IH

飲占了 耐妻化'>(M･隻

谷埋め盛士の地すべり的変動(瀞勤崩
*20“ 中越地震

澪)の発生

』(l<lh と地』;』,礎等蝿蹴裂.故ii． 乞坤』恥ti-礎ｵ,る耐隻姫‘醜怪

と地::$臆､． ‐二'診'し哉 蝿衛藤ia ' '齢勤加舟ﾄﾙ止鯆萌轟,'&‘h‘』Ⅱ伽丁
｝I了

拍鋳市山本鶴地に大型模滑動崩落防
*2007 中越沖地震

止耶業適外I

造戎宅地の被害が仙台市をはじめとLて
*2011 東ヨ本大震災

顕蒋に発41§

割''“ 統鋤li'lbWa"謝細‘龍繍|蝉麗‘鴨の蝋i↑謹肌岬遷

図9対策工法：抑制工法と抑止工法

式(2)で定義される地震llf安食率尺が1.0以'二となることを

要求している”

4.3被災造成地の対策工法選定の難しさ

盛士地盤の耐震化を災施するI芯を大きく分類すると図

-9に,j司-ように，柵趨勿により抵抗力を増加させる抑止l:":

と地下水位を低Fさせるなどの1l撫削犬態を改篝する抑制|法

に分けられる。地盤の安定を図る抑制1法の方が．般に'炭価で

あり，費用便益も高いと考えられている

仙台市のように細粒分を多く含む朧･t材・料からなる宅地にお

いては，地ド水をドげる過秘での衣墹i伽臘の/ﾄl'il沈|､.による家

扇測員が懸念されることより，抑制T法のimiIWは雌しい

予防播攪としてのli擴化事唯の場合には、 l･分な時間をかけて

住民のコンセンサスを得ながら、抑制~1法を測水とした岱用使

倫の,潟いT法を選走できる余地がある， しかし，被災後の復ll 1

事業の場合には，施T:nI能な用地の確保，家屋が侭I;する場合

の施工制約などにより，適川できる順法は大きな制限を伴い，

I涌価な抑止T法の採用が‘必然となる場合が多い、

4.4震災後の対策工事費用の矛盾

多くの家屋が全壊して撤去され更地となる大きな被災を受け

た地I産の場合には，施T:に隈lする制約条fl:が緩和されることよ

り，多様な対策T法の選定が可能である

－－方，脳丹可能な家蟻が残ｲ両-る被災地低の場合には斜而

安定化に有効な手法であるグラウンドアンカーl法では，アン

カーが家屋ドを通ることが嫌われ実施できない，地樅の強度を

上げる固化I法が採川できない場合が多く，制約の多い条件で

の対策工法の選定が必要となる”

これらのことより，余壊家屋の多い地低の〃か宏illiなI法を

採用でき，家屋被害か少鞭い地匹の〃が11.li111iな-頂法を採川する

ことになるという矛燗かﾉliじることになる

震災後の対策事業は，施~rの制約条{'|;が伽く, 11.li111iな'法と

凍るとともに, 11.liい施T:レベルが必要となり極めてI永'雌になる

漉災前の宅地耐罐化が強く甑獲れる

1960fl啓代、わが国は高閲戊長期にあり、効率的、合珊!'I勺な生

雌体制を確立するため、生産基地は大都Ih周辺に､f地すること

になり、多くのﾂj側人口が大都市周辺に集中することとなった，

このため、このIW大した人nの住宅を確脈するため．低地の氾

稀原、後輩湿地、埋横谷~三角州、埋立地などのII吹弱地帯が住

宅化するとともに、段丘崖下部や山麓部では切盛による宅地造

成が盛んに行われるようなった。

この時代は.造成工事が､安全娃準作成に先行して行われた結

果、 ‘炎余条{'|:を満たさない宅地が多く造られることになった

これらの宅地が、集中濠I:ljにより被害を発生させたこと、山麓

部の〕幽戊宅地は階段状の宅地が多く、一I巡画の宅地災害が下流

側の'乞地にまで被害を及ぼす連鎖性かあることか明らかになり

改善勧告』衙』k善命令鞭の強制力を有した「宅地勤戎等規制法」

が1962年施行されたこの法では､安全な宅地を造成するたy)、

宅地造成［事規制区域を設定し、 この区域内の造成工事は許Iw1

制となり、安全な基準を兇たした場合のみ許可されることとな

った

しかし、同法か施行されている面積は､国土の2.7％に過ぎず，

これらの129域のみ開発行為に伴う審査が行われている‘，

1995年の阪神大震災および2011年の東日本ﾉ、震災において

は．宅地堂成等規制法の施行以前と以後とを比較すると，細'二

以前の波,導率と比鮫して，施行後の造成宅地のそれが箸しく低

いことが調査の結果明らかとなっており， 定の成果は得られ

たと瀞えることができる

1989年（､|ｳ戎ﾉc銅に，宅地造成等規制法および新都市計IIIIi

怯を踏まえ自治体の管理運営を円滑に実施することを目的とし

て， ’七地防災マニュアルが刊行された“

阪iIﾘ ・淡路ﾉ、震災では、地表而勾配が20以内で、嘘|基雌

の勾配も10．～15の緩傾斜で、盛1厚さが10m以内の薄い
5．宅地耐震化と震災後の対策事業

5.1地震時の宅地被害の歴史と法的整備
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盛土が、長さ3mm～400mに亘って変状を起こし、2nl～3m

も移動する現象が見られた。 これは、従来の地震による造成地

被災には見られなかった被災事象（宅盤変状）であった。 1996

年に，阪神大震災の教訓を踏まえ，宅地の耐震対策として酉礪

すべき事項をまとめ，宅地防災マニュアルが改訂されている。

2004年中越地震でも，隅申大震災と同様の地山と盛土の境界

をすべり面とする滑動崩落による宅地被害が見られ， 2006年に

宅地造成等規制法の改正が行われ，既存宅地に対しても「造成

宅地防災区域」を指定することが可能となり，既存宅地の耐震

化を進める法律的根拠が与えられた｡

これらを踏まえて， 2007年に宅地坊災マニュアルが再度改訂

され，既存盛土の滑動防止対策が追加された．

2007年の中越沖地震では，柏崎市の山本団地で初めて滑動崩

落事業が適用され，盛土内排水工事を目的とする暗渠工法が採

用され,1億6千万円の費用のうち4分の1が住民負担であった，

2011年東日本大震災においては，丘陵造成宅地の被害が顕著

であり，家屋の被害が必ずしも地山と盛土の境界面をすべり面

とする大規模滑動崩落ではなく，浅い小規模のすべりにも起因

していることが明らかとなり，造成宅地滑動崩落緊急対策事業

が2011年11月に制定されたs)｡さらに2012年4月に宅地耐震

対策工法選定ガイドライン9)が制定され， これらに準拠して仙

台市の被災宅地の対策事業が検討されることとなった。

これらの一連の動きを表2にまとめる｡大きな被害を受けて，

ようやく法的整備がなされるという状抄fが理解できる｡

5.2造成地の耐震化事業および震災後対策事業の対象範囲

造成宅地の耐震化事業は， インフラ構造物や近隣に大きな影

響を与えることが懸念される場合が対象となっている。平地で

の地震被害の場合には，近隣への影響がなく個人の宅地・家屋

被害に限定されるために公的対策事業は適用されない。 しかし，

2011年東日本大震災の場合には，浦安市をはじめとして平地で

の埋立て造成地の液状化による被害が甚大であったために，公

的支援の可能性が検討されている．

宅地は個人資産であるので，災害後の復旧は個人の負担とな

るのが原則とされている。 しかし、被災者の生活再建支援の観

点も踏まえて，震災後の宅地被災に対する公的支援対策事業の

適用範囲について，広ﾚ輻も点からの今後の検討が必要である。

5.3個々人の宅地の耐震化に必要なこと

今回の震災で適用された「造成宅地滑動崩落緊急対策事業」

においては，地山と盛土の境界をすべり面とする大規模滑動崩

落ばかりでなく，小規模のすべりに対しても，住民負担なしで

対策を行うことが可能となった， しかし， この事業だけでは個

人の宅地および家屋の被害防止は完全ではない。個人レベルで

の耐震化のためには， さらに個々人の努力が必要となる。

個人レベルでの対策が必要な最大の理由は，家屋被害をもた

らす原因を検討することによって明らかとなる．森・風間7)の

泉区造成団地に閨する詳細な調査によれば， 当該地区の家屋被

害の原因は，表層地盤のクラック~段差，不同沈下が多くを占

めている。これらの現象は，表層地盤の密度が低く緩い状態に

あるという理由で龍じている場合が多い｡すなわち，大規模す

べり、小規模すべりを防止できたからといって、家屋被害をも

たらす要因のすべてを消去したことにはならない，

個々の宅地の表層地盤を密にする有効な工法は， 固化処理な

どが考えられるが，かなり高価なものとなる｡個々の宅地レベ

ルでの安価な耐震化工法については，現在建設各社が開発を試

みているが実用化にはまだ時間がかかる口現時点では，家屋基

礎の構造として杭基礎を利用するなどの処置の方が現実的と考

えられる。 しかし，既存宅地の基礎構造の改善は，高価であり

個人レベルでは負担が大きいものとなる。

5.4被災住民の生活再建のために，今後考えるべきこと

仙台市は,今回の宅地被災について，造茂地滑動崩落緊急対策

事業および対策工法選定ガイドラインに準拠して対策事業を進

めることとしド仙台市宅地保全審議会内の技術専門委員会を中

心に被害メカニズムの検討，対策工法の具体的方法を検討して

きた。この事業が実施された地区は，大きなすべり及び擁壁を

含むような小さなすべりに対して而震性を有するように鞍り，

震災前よりも耐震性の高い宅地となる。

極めて条件が悪い地区に関しては,現在地での而儘化対策事業

を実施することなく，個人宅地を自治体が買い上げ，近隣に大

きな影響を与えない程度の必要最小限の工事を実施し，緑地公

園など公的空間としての利用する方が，経済的であり住民の生

活再建に寄与する[》緑ヶ丘4丁目の一部区域については， この

ような考えから，防災集団移転事業' (1)の利用がより効果的であ

ると仙台市保全審議会で判断している。

地盤技術,適切な工法選定のみで，宅地被災に関わる問題のす

べてが解決するわけではな恥今回大きな被害を受けた地区は

造成年代が古く，住居者は高齢となっている。高齢者にとって，

宅地の耐震化が実施されても，住居を新築あるいは大規模改築

する費用を捻出することは困難である。そのよう戦現状にある

住民に対して，現地での宅地耐震化事業の経費（1戸当たりに換

算して1!5"万円から2,M万円程度の経費が予想される） と

比較できるような生活再建の支援の方策は現時点ではない。わ

ずかに生活再建支援法(1998年制定, 2m4年改定）が，住居

を新築再建した場合に最高額3側万円が支給できるとしている

だけである。

高齢者が独自での住居再建をあきらめ,災害公営住宅の入居を

望む場合に，個人宅地を自治体が購入し，被災者の新しい生活

への資金とするとともに， 自治体は当該地匡を再造成して高度

に耐震化された造成地を新たな住居希望者に販売するなどのフ

レキシブルな方法が可能となるような法体系の整備が望まれる。

個々人の生活再建支援のための宅地被災復旧事業は1W5年の

阪神大震災以来充実する方l向lである。 2011年東日本大震災にお

いては，造成宅地被災について数戸程度の小さなすべりに対し

ても，住民負担なしに対策事業が実施できるように拡張された。

大きな被害が発生したことを考えれば，適切な拡張と言えよう

が，反面震災前に実施すべき造成宅地の（事前）耐震化事業

には負の効果を与えることも懸念される。震災前に実施すると
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住民負担があり，震災後であれば住民負担がないという矛盾を

含んでいる。

さらに,震災からの生活再建に必要な個人レベルでの宅地や家

屋の復旧については，地震保険の充実により達成すべきで，安

易に公的支援を拡大すべきではないとする意見もある。

首都直下型地震,西日本での連動型大地震の発生が危倶されて

いる状況では，造成宅地の耐震化は喫緊の課題であるp これら

の地震で起こるであろう造成宅地の被害は，現状のままでは，

東日本大震災の被害をはるかに上回るものになろう〃多くの被

災者の住環境が崩壊すれば，仮設住宅の設置場所の確操も困難

であり，社会不安も増大し大きな混乱も予想できる。

限られた了算の中で有効な宅地而擢化を実施するためには,個

人宅地レベルでの耐鰹化を可能とする安価な工法の開発という

技術的問題ばかりでなく，法的制度・地震保険制度の整備公

的資金の有効利用に閲する社会的コンセンサスの確立など課題

は山積している。

最後に，宅地被災の復旧・復興に闇して，造成地や宅地の復旧

が被災住民の生活再建に必ずしも結び付くわけではない現状を

説明した。災害復|日・復興および被災した住民の生活再建に投

資できる費用は制限されるが， より効果的な投資とするたぬに

は，災害基本法の抜本的改正などの法律面での整備とともに，

復興のあり方について，被災前に十分に検討し，適用可能な公

的事業の内容とその実施方法， 自助，共助，公助のあり方等に

ついて社会的コンセンサスを得る努力が必要である。
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6．まとめ

2011年東日本大震災における仙台市の丘陵造成宅地の被害状

況について，被害メカニズム，被害要因，造成宅地の地震時安

定性の計算手法,対策工法,宅地被災に関わる諸問題について，

その概要を示した．

仙台市の造成宅地の被害を大きくした要因は，地震の主要動

の継糸荊寺間が3分を超えるという巨大地震であったことが誘因

であるが，素因としては，盛土が細粒分を含み，比較的緩い状

態であったこと，細粒分を多く含むことにより盛士内の地下水

位が向く，地震動を受けて間隙水圧が上昇し，滑動に対するせ

ん断抵抗が低卜≦したことが挙げられる。

対策工法を決定するためには，地震時の盛士の安定計算が必

要であるが，今回は震度法を用いて実施し，逆解析により盛士

の平均的な粘着力α内部磨擦角･を決定した。工法の選択に

あたっては，水平震度Aル=0､25を与えたときに，安全率Fが

l.0を超える抵抗力を有する工法とし， さらに施工の制約条件を

加味して最終的な工法を選塩した。

滑動崩落緊急対策事業の実施により， 50戸程度の宅地を含む

大きなすべり及び数戸程度の小さなすべりに対する対策事業は

なされることになる。 しかし，家屋被害は，個々の宅地レベル

の地盤変状（クラック，段差，不同沈下）によって生じること

が多い。

このために，対策事業の実施が個々の宅地や家屋の地震時の安

定性を保証することにはならず，個人レベルでの努力が不可欠

であることを示した。




